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秩 父 広 域 市 町 村 圏 組 合 管 理 者 

秩 父 消 防 本 部 消 防 長 

  

Ⅰ 総論 

 １ 目的 

      秩父広域市町村圏組合における特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、及び次世

代育成支援対策推進法に基づき、秩父広域市町村圏組合管理者、秩父消防

本部消防長が策定する特定事業主行動計画です。 

 人口減少社会の中で、持続的な成長を実現していくためには、最大の潜

在力である女性の力が不可欠であることから、職業生活において、女性の

個性と能力が十分に発揮するとともに家庭生活との両立を図るために必要

な勤務環境整備を進めていくことを目的とし、更には全ての職員が性別や

子どもの有無に関わらず少子化を身近な問題として捉え、その理解と協力

のもと、職場全体で仕事と子育てを両立させやすい勤務環境の整備を進め

ていくことを目的とします。 

 本計画は、平成２７年８月に制定された女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づき、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１

日までを第一期計画期間、平成３１年４月１日から令和４年３月３１日を

第二計画期間として策定したもので、このたび第二期の計画期間満了にと

もない、第三期となる計画の更新をするものです。 

 

 ２ 計画期間 

   令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの４年間 

 

 ３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び次世代育成支援法に基づく

計画の取り組み 

      女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１５条第３項及び女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動

計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣

府令」という。）第２条に基づき、秩父広域市町村圏組合管理者、秩父消

防本部消防長において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行いました。当該課題

分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定しま

す。 

   また、次世代育成支援対策推進法に基づく計画については、前計画の取

り組みを基本的に引き継ぐこととし、計画を推進するため、各所属長はこ



の計画の趣旨及び内容を十分認識し、所属職員に対してこの計画に掲げる

各行動を促進するとともに、所属職員の仕事と子育ての両立を図ることが

できるような職場の雰囲気の醸成に努めます。 

   職場において、当事者職員や人事担当課のみならず、職員一人ひとりが

それぞれの立場で自分自身の問題であると認識し、本計画に掲げられた事

項についてそれぞれの役割を理解し、その実施に努めることとします。 

 

 

Ⅱ 具体的な内容 

 

 １ 採用した職員に占める女性職員の割合 

（平成２９年度から令和３年度採用実績） 

 

   採用者数 ３４人 うち女性職員  ７人  ２０．６％ 

 

   なお、当組合の令和３年度職員２５４人のうち女性職員は１６人で、女

性職員の占める割合は約６．３％となっています。 

【内訳】 

 
職 員 数 女性職員数 

女性職員の 

占める割合 

事 務 局 ３２人 ８人 ２５．０％ 

消  防 １７８人 ６人 ３．４％ 

水 道 局 ４４人 ２人 ４．５％ 

全   体 ２５４人 １６人 ６．３％ 

 

◎ 平成２９年度から令和３年度の女性採用割合は、２０．６％となって

おります。今後も男女のバランスを考慮しながら優秀な職員を採用す

ることを目標とします。 

 

 ２ 平均した継続勤務年数の男女の差異 

（離職率の男女差異 平成２９年度から令和３年度採用実績） 

 

離職率定義：過去５年間における新規採用職員の離職率 

 

新規採用職員離職率の男女の差異 

 

男性/女性 

過去５年間の 

離職者数 

（A） 

現在の 

在籍者数 

（B） 

離 職 率 

（A÷B×100） 

事務局 
男 性 １人 ２人 ５０％ 

女 性 １人 １人 １００％ 



消 防 
男 性 ０人 １８人 ０％ 

女 性 ０人 ２人 ０％ 

水道局 
男 性 ０人 ６人 ０％ 

女 性 ０人 ３人 ０％ 

全 体 
男 性 １人 ２６人 ３．８％ 

女 性 １人 ６人 １６．６％ 

 

◎ 令和７年度まで、離職者を０人とすることを目標とします。 

 

 ３ ハラスメント対策の措置 

  職場におけるハラスメントは、職員の個人としての尊厳を不当に傷つける

社会的に許されない行為であるとともに、職員が能力を十分に発揮すること

の妨げにもなるものです。また、組合にとっても職場秩序の乱れや職務の円

滑な遂行への阻害につながり、事務事業の効率的な運営に重大な支障をきた

すことにもなりかねない行為であるため、令和３年６月に「秩父広域市町村

圏組合職員のハラスメント防止等に関する指針」を定めました。 

   

  ◎ 指針及び相談窓口について定期的に周知し、ハラスメント行為の防止

に努めることを目標とします。 

 

 ４ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間（令和２年度実績） 

 

         時間外勤務時間数       (単位：時間) 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 一月あたり平均

事務局職員（18人） 13.9 7.3 10.3 11.4 6.7 5.3 8.0 6.8 6.0 6.7 9.7 14.9 8.9

消防職員（136人） 2.7 4.5 3.4 4.4 4.4 5.1 4.8 4.8 10.6 4.6 5.8 5.8 5.1

水道局職員（28人） 18.0 11.8 13.5 10.5 22.3 11.8 11.6 8.4 8.0 9.8 13.3 11.1 12.5

全職員（182人） 6.2 5.9 5.7 6.0 7.4 6.2 6.1 5.5 9.8 5.6 7.3 7.5 6.6
 

※対象者：時間外勤務手当支給者 

 

   超過勤務時間は一人当たり月平均６．６時間となっています。 

   常態的な時間外勤務は、子育てをする職員の負担となるとともに、職員

の健康管理上問題があるといえます。 

      そこで、毎週水曜日・金曜日のノー残業デーの徹底について、各所属長

及び職員に意識啓発を行います。 

      また、各所属長は率先して退庁するとともに、勤務時間外の会議等を控

えるなど、職員が退庁しやすい環境づくりに努めることとします。 

   事務事業についても、職員は簡素・合理化に努め、徹底した効率化を図

ることとします。 



   子育てをする職員が、子の出生、保育所及び学校等の行事並びに病気等

の際に休暇を取得することに抵抗を感じることがない職場の雰囲気を醸成

するとともに、子育てをする職員をはじめ、全職員を対象に次のような年

次有給休暇の取得を促進します。 

    （１）土曜日・日曜日と月曜日・金曜日を組み合わせて年次休暇を取得す

ることや、国民の休日や夏季休暇と組み合わせて年次休暇を取得する

ことを推進し、連続休暇等の取得を促進します。 

（２）家族の誕生日、記念日等における年次有給休暇の取得を促進します。 

    （３）入学式、卒業式、授業参観、運動会、ＰＴＡ活動等の学校行事又は 

予防接種実施日における年次有給休暇の取得促進をします。 

    （４）ゴールデン・ウィークやシルバー・ウィークにおける公式会議の開

催は控えることとします。      

 

◎ 毎週水曜日・金曜日のノー残業デーの継続（随時） 

  ◎ １人当たり月平均時間外勤務時間：５時間（令和４年度） 

 

 ５ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和３年度実績） 

 

   総職員数       ２５４人 

課長相当職以上の職員数 ４５人 １７．７％ 

うち女性職員       ２人  ４.４％（事務局２名） 

 

◎ 令和３年度の管理的地位にある職員に占める女性職員の割合は、４．

４％となっております。 

今後も引続き意欲と能力のある女性職員を管理的地位にある職への登

用に努めます。 

 

 ６ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（令和３年度実績） 

 

 全 体 女 性 割 合 

局長・次長相当職 １３人 ０人 ０％ 

課長相当職 ３２人 ２人 ６．３％ 

課長補佐相当職 ３５人 ０人 ０％ 

係長相当職 ４９人 ２人 ４．１％ 

計 １２９人 ４人 ３．１％ 

 

総職員数         ２５４人 

係長相当職以上の職員数  １２９人  ５０．８％ 

うち女性職員         ４人   ３．１％ 

 



◎ 令和３年度の各役職段階にある職員に占める女性職員の割合は、 

３．１％となっております。 

今後も男女の区別なく優秀な職員の登用に取り組みます。 

 

７ 不妊治療、妊娠中及び出産後における配慮 

 

   職員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、出生サポート休暇の取得 

  を推奨します。 

      母性保護及び母性健康管理の観点から妊娠中及び出産後の女性職員に認

められている特別休暇等の制度、また、仕事と子育ての両立を支援するた

めに男女を問わず認められている特別休暇の諸制度について周知徹底を図

ります。 

埼玉県市町村職員共済組合からの出産費用の給付等の支援措置について

周知徹底を図ります。 

 

◎ 本行動計画の周知（随時） 

  ◎ 制度の理解を深めるための職員研修の実施（適宜） 

 

 ８ 男女別の育児休業取得率（令和２年度実績） 

    ・事務局 

     育休取得率 

      男性職員 

       育児休業取得者数÷配偶者が出産した男性職員数×１００  

        ０ ÷ ２ × １００ ＝   ０％ 

      女性職員 

        該当なし 

 

    ・消防 

     育休取得率 

      男性職員 

       育児休業取得者数÷配偶者が出産した男性職員数×１００  

        ２ ÷ １８ × １００ ＝ １１．１％ 

      女性職員 

       育児休業取得者数÷出産した職員数×１００  

        ２ ÷  ２ × １００ ＝  １００％ 

 

    ・水道局 

     育休取得率 

      男性職員 

       育児休業取得者数÷配偶者が出産した男性職員数×１００  



        ０ ÷ １ × １００ ＝ ０％ 

      女性職員 

        該当なし 

 

女性職員の育児休業取得率は現在１００％であり、更には、男性職員の

育児休業についても消防で２名取得していることから、今後も、男性女性

の性別を問わず、育児休業を取得するよう促進を図ります。 

◎ 令和７年度までの育児休業取得率について、女性職員の１００％を継

続し、男性職員は１０％以上を維持することを目標とします。 

 

 ９ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均

取得日数（令和２年度実績） 

 配偶者出産 

休暇取得者数 

（A） 

配偶者が出産 

した男性職員数 

（B） 

取 得 率 

（A÷B×100） 
平均取得日数 

事 務 局 １人 ２人 ５０％ ２日と７時間 

消   防 １８人 １８人 １００％ ３日 

水 道 局 １人 １人 １００％ １日と２時間 

 

出産時の配偶者を支援するとともに男性職員が子の誕生という喜びを共

有するための「出産補助休暇」について、また、配偶者の産前産後期間中

に男性職員が積極的に子育て参加するための「子の養育休暇」について、

その取得を促進します。 

 

◎ 令和７年度まで、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率を

１００％とすることを目標とします。 

      

１０ 育児休業等を取得しやすい職場環境の整備等 

   育児休業や部分休業などを取得しやすい職場環境の整備に努め、定期的に育

児休業等の制度の趣旨を周知徹底することにより、職場の意識改革を行います。 

研修等の機会を捉え、男性職員へ育児休業制度等の制度説明を積極的に行い

ます。 

 

◎ ワークライフバランスの意識啓発（適宜） 

 

１１ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰 

    育児休業中の職員に対し、必要に応じて業務の状況などを知らせるととも

に、職場へ復帰する前には面談をし、職場の状況や復帰後の仕事について話

し合うこととします。 

   育児休業から職場復帰した職員は、業務に慣れるのに時間がかかることも



あれば、子どもの急な発熱などにも対応しなければなりません。仕事と子育

ての両立の最も重要な時期であることから、職場復帰後に面談を行い、業務

分担などについて良く話し合い、職場全体でサポートできる体制を作りま

す。 

 

◎ 職場復帰職員に対しサポート体制を作る（適宜） 


